
呈必ゐ
日間

説

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
，/"ー、¥

一一一、----〆

序
本
稿
の
目
的

第
一
章
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

の
唱
導
入

第
二
章
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

の
展
開
(
以
上
、
本
誌
七
二
巻
四
号
)

第
三
章
ド
イ
ツ
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度

の
改
正

一
は
じ
め
に

二
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
の

経
緯
と
内
容

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
適
用

要
件
(
以
上
、
本
誌
七
五
巻
三
号
)

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田

高

田

日
Eヨ

宏

四

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
許
容
限
界

ー
コ
ツ
ホ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
見
解
を

中
心
に
し
て
1

1

コ
ツ
ホ
の
所
説

刷
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
と
直
接
主
義
違

反

刷
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
と
当
事
者
公
開

主
義

2

シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
所
説

制
口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」

倒
準
備
的
な
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
可
能
性

3

小
括



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

2 

書
面
尋
問
後
の
口
頭
尋
問
等
の
可
能
性

六
ま
と
め
(
以
上
、
本
号
)

第
四
章
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界

結

び

五
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
手
続
問
題

-
手
続
の
概
観

「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
と
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」

の
取
扱
い

3 

第
三
章

ド
イ
ツ
司
法
簡
素
化
法
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
改
正

(
承
前
)

四

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
許
容
限
界

ー
コ
ツ
ホ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
の
見
解
を
中
心
に
し
て
l

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
適
用
要
件
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、

い
く
つ
か
の
基
準

を
提
示
し
て
要
件
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
が
い
か
な
る
場
合

に
許
き
れ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
提
示
さ
れ
た
各
基
準
の
有
用
性
を
た
だ
考
察
す
る
だ
け
で
は
書
面
尋
問
の
適
用

限
界
を
画
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
用
が
正
当
化
き
れ
る
範
囲
を
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
新
法
で
は
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
所
定
の
適
用
要
件
が
一
層
緩
和
さ
れ
、
暖
昧
な
も
の
に
な
っ
た
だ
け
に
、

そ
の
必
要
性

は
、
よ
り
高
い
。

そ
の
際
に
ど
う
し
て
も
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
に
お
け
る
書
面
尋
問
の
許
容
限
界
に
関
す



る
議
論
に
見
ら
れ
た
と
お
り
、
書
面
尋
問
制
度
の
利
用
と
、
証
拠
調
べ
の
基
礎
た
る
直
接
主
義
お
よ
び
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
と
の

関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
尋
問
は
、
証
人
尋
問
に
際
し
て
直
接
主
義
お
よ
び
当
事
者
公
開
主
義
か
ら
の
離
反
を
招
来
し
う
る
以

上
、
そ
の
実
施
適
用
に
よ
っ
て
右
原
則
な
い
し
要
請
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
書
面
尋
問
の
実
施
が
右
原
則
の

根
底
に
あ
る
原
理
の
実
現
を
危
険
に
さ
ら
さ
な
い
の
か
を
考
慮
し
た
う
え
で
、

そ
の
適
用
な
い
し
許
容
限
界
を
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
許
容
限
界
の
問
題
と
取
り
組
む
コ
ッ
ホ
ら
の
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
新
三
七
七
条
三
項
の

も
と
で
の
証
人
の
書
面
尋
問
の
適
用
限
界
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

コ
ッ
ホ
の
所
説

(a) 

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
と
直
接
主
義
違
反

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
書
面
尋
問
に
は
、
裁
判
所
が
証
人
に
対
し
直
接
的
印
象
を
得
ら
れ
な
い
点
で
、
証
拠
調
べ
の
(
形
式
的
)

直
接
主
義
の
違
反
が
存
在
し
、
当
事
者
に
証
人
尋
問
へ
の
立
会
い
や
証
人
に
対
す
る
発
聞
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
点
で
、
当
事

者
公
開
主
義
違
反
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、

コ
ッ
ホ
は
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
場
合
に

直
接
主
義
お
よ
び
当
事
者
公
開
主
義
の
違
反
が
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
る
か
(
正
当
化
き
れ
る
か
)
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
三
七
七
条
三
項

(2) 

の
証
人
の
書
面
尋
問
の
許
容
限
界
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、

(
3
)
 

コ
ツ
ホ
は
、
書
面
尋
問
の
場
合
に
現
れ
る
直
接
主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ
る
の
に
、
先
に
自
ら
が
抽
出
し
た
基
準
l
証
明
間

題
の
単
純
性
お
よ
び
具
体
性
l

が
適
当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
証
人
尋
問
に
お
い
て
直
接
主
義
の
原

則
に
重
大
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
官
が
証
人
尋
問
の
結
果
を
自
由
心
証
主
義

(
Z
P
O
二
八
六
条
)

の
枠
内
で
評
価
す
る

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
一
二
)
(
高
田



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

四

際
に
、
様
々
な
誤
謬
要
因
(
伊
豆

0
2
5
Fロ)
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
適
正
な
事
実
認
定
を
な
し
う
る
た
め
に
、
裁
判
官
が

証
人
か
ら
直
接
的
印
象
を
得
る
こ
と
が
最
も
有
益
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
証
人
尋
問
の
結
果
の
評
価
を
誤
っ
た
方
向
に
導
く
原
因
と
な

る
も
の
を
、

コ
ッ
ホ
は
、
「
証
人
の
人
物
に
お
け
る
誤
謬
要
因
」
と
「
尋
問
か
ら
生
じ
る
誤
謬
要
因
(
例
え
ば
尋
問
の
仕
方
に
よ
る
証
人

さ
ら
に
前
者
を
「
証
人
の
記
憶
能
力
」
、
「
証
人
に
よ
る
事
実
の
知
覚
と
自
身
の
推
論
と
の
混
同
」
、
「
証
人
が

(4) 

意
識
的
に
虚
偽
の
供
述
を
な
す
可
能
性
」
、
「
証
人
の
個
人
的
特
徴
」
に
分
け
る
。
裁
判
所
は
、
証
人
を
直
接
(
口
頭
で
)
尋
問
し
た
場

の
誤
解
)
」
に
区
別
し
、

合
に
の
み
、
こ
れ
ら
の
誤
謬
要
因
を
認
識
し
、
自
分
の
証
拠
評
価
に
い
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
書
面
尋
問
で
は
、

そ
の
よ
う

な
直
接
の
尋
問
は
欠
け
て
い
る
。

旧
三
七
七
条
三
項
お
よ
び
四
項
に
よ
り
書
面
尋
問
が
許
さ
れ
る
場
合
は
、
直
接

(
5
)
 

は
、
同
規
定
の
定
め
る
要
件
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
受
忍
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、

主
義
違
反
(
直
接
尋
問
の
欠
落
)

ば
、
旧
三
七
七
条
三
項
の
場
合
、
直
接
主
義
違
反
は
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
既
存
の
書
類
の
再
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
前
記
の

種
々
の
誤
謬
要
因
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
し
、
同
四
項
の
場
合
は
、
当
事
者
双
方
が
書
面
尋
問
に
同

意
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
三
七
七
条
三
項
で
は
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
書
面
尋
問
の
許
容
要
件
が
改
廃
さ
れ
た
結
果
、
書
面
尋
問

の
許
否
は
、
証
明
問
題
の
内
容
と
証
人
の
人
物
の
み
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
た
め
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
よ
う
に
直
接
主
義

違
反
の
埋
合
わ
せ
が
で
き
る
の
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
コ
ッ
ホ
は
、
証
人
尋
問
の
際
の
各
誤
謬
要
因
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
「
証
人
の
記
憶
能
力
」

の
問
題
は

一
般
に
、

そ
の
証
言
の
信
用
性
を
評
価
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
直
接
尋
問
を
伴

わ
な
い
書
面
尋
問
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
証
人
の
記
憶
能
力
を
推
測
で
き
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
小
さ
い
。
し
か
し
、

コ
ッ
ホ
に
よ
れ

ば
、
証
明
問
題
が
単
純
か
つ
具
体
的
な
場
合
(
す
な
わ
ち
、
書
面
に
よ
る
質
問
に
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た



は
、
ご
く
少
数
の
事
実
が
証
明
問
題
の
対
象
を
な
し
、
証
人
の
知
覚
が
過
度
に
複
雑
な
事
実
関
係
に
関
わ
ら
な
い
場
合
)
に
は
、
裁
判
官
は
、

そ
の
矛
盾
や
不
確
実
さ
を
認
識
し
、

そ
れ
を
証
拠
評
価
の
枠
内
で
酪
酌
す
る
可
能
性
を
も
っ
。
そ
れ
ゆ
え
、
証
明
問
題
の
単
純
性
お
よ

いび
る具
と体
さ性
れ(の
る旦基

準
は

証
人
の
記
憶
能
力
と
い
う
誤
謬
要
因
に
関
し
て
直
接
主
義
違
反
の
十
分
な
埋
合
わ
せ
を
担
保
す
る
の
に
適
し
て

ま
た
、
「
証
人
に
よ
る
実
際
の
知
覚
と
証
人
自
身
の
推
論
と
の
混
同
」
も
、
誤
謬
要
因
と
な
る
が
、
書
面
尋
問
の
場
合
、
裁
判
所
は
、

書
面
に
よ
る
陳
述
の
ど
の
部
分
が
知
覚
さ
れ
た
事
実
の
描
写
に
該
当
し
、

き
わ
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

コ
ッ
ホ
は

そ
れ
で
も
、
証
人
に
向
け
ら
れ
る
証
明
問
題
が

ど
こ
ま
で
証
人
が
自
分
の
推
論
を
挿
入
し
て
い
る
の
か
を
見

(7) 

コ
ッ
ホ
の
い
う
意
味
で
単
純
か
っ

具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
裁
判
官
が
右
の
混
同
を
認
識
す
る
蓋
然
性
は
高
く
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
書
面
尋
問
の
場

合
で
も
、
証
明
問
題
を
具
体
的
か
つ
単
純
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(8) 

る
程
度
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

誤
謬
の
蓋
然
性
を
、

口
頭
尋
問
の
場
合
に
比
肩
で
き

同
様
に
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
「
証
人
に
よ
る
意
識
的
な
虚
偽
供
述
の
可
能
性
」
と
い
う
誤
謬
要
因
に
つ
い
て
も
、
書
面
尋
問
の
場
合
、

口
頭
尋
問
に
比
し
、
そ
れ
を
認
識
す
る
可
能
性
は
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
証
明
問
題
が
単
純
か
つ
具
体
的
で
あ
る
場
合
、
書
面
尋
問

に
よ
っ
て
も
、
証
人
の
証
言
自
体
に
、
あ
る
い
は
他
の
証
拠
方
法
と
の
関
係
で
、
不
一
致
や
矛
盾
が
あ
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら

(9) 

れ
る
。

こ
の
誤
謬
要
因
の
場
合
に
は
、
証
明
問
題
の
単
純
性
と
具
体
性
の
基
準
は
、
直
接
主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ
う
る
と
き

(
刊
)

こ
れ
に
対
し
て
、
誤
謬
要
因
と
し
て
の
「
証
人
の
個
人
的
特
徴
」
|
例
え
ば
、
証
人
の
知
覚
能
力
、
判
断
力
、
教
育
の
程
度
な
ど
|

l土

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
証
人
本
人
を
目
の
当
た
り
に
し
な
い
か
ぎ
り
、

」
れ
に
つ
い
て
信
頼
で
き
る
判
断
を
す
る
こ
と
は

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田

五



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

ームー・
/¥ 

望
め
な
い
。
例
え
ば
、
証
人
の
知
覚
能
力
に
着
目
す
る
と
、
証
人
が
特
定
の
事
象
を
知
覚
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

事
象
が
複
雑
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
証
明
問
題
の
具
体
性
・
単
純
性
は
、
こ
の
誤
謬
要
因
に
何
ら
影
響
を
及

(
日
)

ほ
き
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
「
証
人
の
人
物
に
お
け
る
誤
謬
要
因
」
と
な
ら
ん
で

コ
ッ
ホ
が
も
う
一
つ
の
誤
謬
要
因
と
し
て
挙
げ
る
「
尋
問
の

仕
方
な
ど
に
よ
る
誤
解
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
尋
問
を
誤
解
し
て
返
答
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
書
面

尋
問
の
場
合
、
直
接
尋
問
と
違
い
、
質
問
の
誤
解
を
直
ち
に
是
正
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、

コ
ッ
ホ
は
、
証
明
問
題
が
単
純
か

つ
具
体
的
な
内
容
で
あ
れ
ば
誤
解
の
蓋
然
性
も
低
下
す
る
か
ら
、
証
明
問
題
の
単
純
性
お
よ
び
具
体
性
と
い
う
基
準
を
適
用
し
て
、
裁

判
所
が
証
明
問
題
の
文
章
化
と
書
面
に
よ
る
返
答
の
評
価
の
際
に
相
当
の
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
直
接
主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ

(ロ)

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、

コ
ッ
ホ
は
、
証
人
尋
問
の
際
の
誤
謬
要
因
の
う
ち
、
「
証
人
の
個
人
的
特
徴
」
を
除
い
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
直
接
主
義
か
ら
離
反
す
る
書
面
尋
問
の
際
に
も
、
証
明
問
題
の
単
純
性
お
よ
ぴ
具
体
性
と
い
う
基
準
に
よ
り
直
接
主
義
違
反
を
埋

め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
証
人
の
個
人
的
特
徴
」
に
つ
い
て
は
、
右
の
基
準
を
も
っ
て
し
て
も
直
接

主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

コ
ッ
ホ
は
、
直
接
主
義
が
遵
守
さ
れ
て
も
こ
れ
ら
の
誤
謬
要
因
が
完
全
に

排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
劃
酌
す
る
と
、
結
論
的
に
は
、
証
明
問
題
の
単
純
性
お
よ
び
具
体
性
の
基
準
を
、
書
面
尋
問
の
際

(
日
)

の
直
接
主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ
る
の
に
有
効
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
と
は
い
え
、

コ
ッ
ホ
は
、
裁
判
所
は
、
証
明
問
題

の
単
純
性
・
具
体
性
か
ら
書
面
尋
問
を
実
施
し
た
場
合
に
も
、

そ
れ
を
批
判
的
に
評
価
し
、
直
接
主
義
違
反
に
よ
る
証
人
に
関
す
る
人

的
印
象
の
欠
紋
を
割
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
新
三
七
七
条
三
項
で
は
、
書
面
尋
問
の
際
に
現
れ
る
直
接
、
王



義
違
反
を
、

(
H
)
 

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
場
合
と
同
程
度
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

、、，，ノ唱。，
，，
a

‘、一

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
と
当
事
者
公
開
主
義

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
書
面
尋
問
の
場
合
、
直
接
主
義
の
原
則
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
同
時
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
原
則
も
守
ら

れ
な
い
。

口
頭
の
証
言
と
違
い
、
当
事
者
の
立
会
権
は
な
い
し
、
当
事
者
は
、
証
人
に
口
頭
で
発
問
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て

つ
ぎ
に
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問
制
度
の
場
合
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
違
反
が
ど
の
よ
う
に
埋
め

合
わ
せ
ら
れ
る
の
か
が
、
直
接
主
義
違
反
の
埋
合
わ
せ
と
同
様
、

問
題
と
な
る
。

コ
ッ
ホ
は
、
旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
に
よ
る
書
面
尋
問
に
お
い
て
は
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
埋
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
た
と

(
日
)

す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
同
三
項
の
場
合
は
、
証
人
の
書
面
で
の
陳
述
が
書
類
の
再
現
で
あ
る
点
に
鑑
み
、
他
の
証
人
の
場
合
よ
り
も
証

人
の
信
用
性
に
対
す
る
疑
問
が
少
な
い
こ
と
、

お
よ
び
、
問
題
が
あ
る
と
き
は
事
後
的
に

Z
P
O
三
九
八
条
一
項
に
よ
る
反
覆
尋
問
の

可
能
性
が
利
用
で
き
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
が
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
四
項
の
場
合
は
、
同
三
項
と

違
い
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
書
面
尋
問
に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
同
意
を
当
事
者
の
立
会
権
や
発
問
権
の
放
棄
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
公
開
主
義
違
反
が
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
、

そ
れ
に
対
し
、
新
三
七
七
条
三
項
で
は
、

正
当
化
き
れ
る
。

旧
三
七
七
条
三
項
所
定
の
、
尋
問
事
項
が
「
帳
簿
ま
た
は
そ
の
他
の
書
類
に
基
づ
い

て
な
す
」
陳
述
で
あ
る
と
の
要
件
が
な
く
な
り
、

旧
四
項
所
定
の
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
要
件
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、

旧
法
の
場

合
と
同
じ
根
拠
で
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
埋
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

コ
ッ
ホ
は
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
書
面
尋
問

に
お
い
て
も
、

旧
三
七
七
条
三
項
所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
つ
い
て
は
、

旧
法
と
同
様
、
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
埋
合
わ
せ
が

認
め
ら
れ
る
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
き
、

旧
四
項
と
同
様
に
当
事
者
公
開
主
義
違
反
の
埋
合
わ
せ
が
で
き
る
か
ど
う
か
を

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田
)

七



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

J¥ 

検
討
す
る
。

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、

旧
四
項
が
規
律
対
象
と
し
て
い
た
、

旧
三
項
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
新
三
七
七
条
三
項
に

よ
る
書
面
尋
問
の
規
制
の
下
で
は
、
当
事
者
が
自
己
の
立
会
権
の
行
使
に
よ
っ
て
証
人
の
信
用
性
を
自
ら
判
断
し
、
発
問
権
行
使
を
通

じ
て
証
人
の
信
用
性
を
審
査
に
か
け
て
攻
撃
す
る
可
能
性
は
存
し
な
い
。
し
か
も
、

旧
四
項
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
立
会
権
や
発
問
権

の
放
棄
と
も
見
う
る
当
事
者
双
方
の
同
意
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

歓
を
、
書
面
尋
問
の
後
に
当
事
者
に
発
問
権
の
行
使
や
再
尋
問
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

コ
ッ
ホ
は
、
書
面
尋
問
の
際
の
こ
れ
ら
の
可
能
性
の
欠

す
る
。
書
面
尋
問
の
後
の
発
問
権
や
口
頭
尋
問
の
許
否
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
お
り
(
後
述
五
3
参
照
)
、
見
解
が
分
か
れ
る
が
、

コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
の
場
合
に
も
、
当
事
者
に
、

z
p
O三
九
七
条
に
よ
る
発
問
権
の
行
使
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
返
答
が
当
事
者
か
ら
見
て
客
観
的
な
不
備
を
伴
い
、
不
完
全
で
あ
る
場
合
、

ま
た
は
、

発
問
権
の
行
使
後
、
同
一
の
証
明
主
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
尋
問
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
三
九
八
条
に
よ
る
反
覆
尋
問
の

(
日
)

申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
(
反
覆
尋
問
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
書
面
尋
問
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
)
。
結
局
、

コ
ッ
ホ
は
、
書

面
尋
問
後
に
(
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
)
発
問
権
の
機
会
や
再
尋
問
の
機
会
を
当
事
者
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
面
尋
問

の
際
の
当
事
者
公
開
主
義
違
反
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

2 

シ
ュ
タ
ド
ラ
l
の
所
説

(a) 

口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」

シ
ュ
タ
ド
ラ

l
も、

コ
ッ
ホ
と
同
様
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」

の
適
用
限
界
に
正
面
か
ら
取



(口)

り
組
む
。

ま
ず
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
新
三
七
七
条
三
項
所
定
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
許
容
要
件
で
あ
る
「
証
明
問
題
の
適
性
」
と
「
証
人
の

適
性
」
を
考
察
す
る
。

第
一
に
、
「
証
明
問
題
」
の
適
性
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
は
、
大
方
の
学
説
は
、
証
明
問
題
が
単
純
で
、
即
座
に
理
解
で
き
る

(
証
拠
決
定
と
証
人
に
対
す
る
促
し
で
「
誤
解
な
く
記
述
で
き
る
」
)
場
合
に
の
み
、
書
面
に
よ
る
返
答
に
適
す
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に

(
国
)

し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
異
論
を
唱
え
る
。
す
な
わ
ち
、
証
明
問
題
が
複
雑
な
生
活
事
象

に
関
わ
る
場
合
、
証
人
が
報
告
す
べ
き
生
活
事
象
が
複
雑
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
事
例
に
お
け
る
判
定
が
容
易
で
は
な
く
、
証
明

問
題
が
事
実
の
経
過
に
鑑
み
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
(
例
え
ば
、
日
常
的
な
事
故
と
の
関
連
で
交
通
事
象
が
問
題
で
、
証
人
が
職
業

(
凹
)

運
転
手
で
あ
る
場
合
)
、
証
明
問
題
の
適
性
を
肯
定
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
比
較
的
簡
単
な
会
話
経
過
な
ど
を
描
写
す
る
こ
と
で
も
、

個
々
の
発
言
の
順
序
や
正
確
な
内
容
が
問
題
で
あ
る
と
き
に
は
、
難
し
い
場
合
が
あ
り
、
書
面
に
よ
る
陳
述
だ
け
で
は
あ
ま
り
役
に
立

た
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。

口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
場
合
、
当
事
者

(
却
)

の
一
方
と
密
接
な
人
的
関
係
に
あ
る
者
一
切
が
適
性
を
も
た
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
注
釈
書
の
一
部
が
、
信
用
に
値
す
る
証
人
の
み

第
二
に
、
「
証
人
」
の
適
性
に
つ
い
て
は
、

コ
ッ
ホ
ら
と
同
様
、

を
書
面
で
陳
述
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

口
頭
に
よ
る
直
接
尋
問
以
外
の
方
法
で
証
人
の
信
用
性
を
予
測

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
消
極
的
立
場
を
と
る
。
ま
た
、
証
人
の
筆
記
の
熟
練
性
と
表
現
力
が
不
十
分
で
、
有

用
な
書
面
に
よ
る
陳
述
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
本
人
を
直
接
尋
問
す
べ
き
で
あ
り
、
官
一
誓
一
や
対
質
、
弾
劾
な
ど
が

(
幻
)

必
要
で
あ
る
公
算
が
大
き
い
と
き
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
は
最
初
か
ら
取
り
や
め
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田

九



早
法
七
五
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0
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シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
新
三
七
七
条
三
項
の
要
件
を
右
の
よ
う
に
解
し
た
う
え
で
、

(
詑
)

人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
、
訴
訟
上
の
諸
原
則
と
の
適
合
性
を
検
討
す
る
。

つ
ぎ
に
、
新
三
七
七
条
三
項
に
お
け
る
「
証

シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は、

立
法
者
が
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
適
用
範
囲
を
手
続
促
進
と
簡
素
化
の
た
め
に
拡
張
し
た
と
の
認
識

(
お
)

口
頭
主
義
と
の
整
合
性
を
検
討
す
る
。
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
口
頭
主
義
の
原
則
は
、

Z
P
O
一
二
八
条

を
前
提
に
、
第
一
に
、

が
明
定
す
る
と
お
り
、
判
決
裁
判
所
の
面
前
で
の
当
事
者
弁
論
に
の
み
妥
当
し
、
証
拠
調
べ
に
は
妥
当
し
な
い
。
例
え
ば
、
証
人
や
鑑

定
人
、
当
事
者
の
口
頭
尋
問
の
必
要
性
は
、
直
接
、

口
頭
主
義
か
ら
導
き
出
さ
れ
ず
、

む
し
ろ
口
頭
主
義
と
密
接
に
関
連
す
る
直
接
主

義
の
要
請
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
改
正
に
よ
り
適
用
を
拡
張
さ
れ
た
書
面
尋
問
の
場
合
、

口
頭
主
義
と
の
整
合
を
問
題
と

す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
と
証
拠
調
べ
の
直
接
主
義
原
則
(
形
式
的
直
接
主
義
お
よ
び
実
質
的
直
接
主
義
)
と
の
関
係
に
つ

(
泊
)

い
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
返
答
書
面
か
ら
判
決
裁
判
所
が
直
接
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
書
面
尋
問
は
、
形
式
的
直
接
主
義
の
要
請
に
沿
う
。
こ
れ
に
対
し
、
利
用
可
能
な
証
拠
方
法
の
中
で
事
実
に
最
も
近
い
も
の
を
利

用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
実
質
的
直
接
主
義
は
、
証
拠
方
法
の
選
択
・
申
出
に
関
す
る
決
定
権
を
当
事
者
に
付
与
す
る
弁
論
主
義
と
相
い

れ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
質
的
直
接
主
義
は
、
あ
る
意
味
で
当
事
者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
証
拠
申
出
が
よ
り
事
実
に
近
い
証

拠
方
法
の
利
用
を
求
め
て
行
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
民
事
訴
訟
上
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
点
、

旧
三
七
七
条
四
項
に
よ
る
書
面
尋
問

は
、
当
事
者
双
方
の
同
意
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
利
用
で
き
た
が
ゆ
え
に
、
右
命
題
に
適
合
し
て
い
た
。
し
か
し
、
新
三
七
七
条
三
項
で

は
、
当
事
者
双
方
の
同
意
の
要
件
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、

旧
法
の
場
合
と
同
じ
こ
と
は
妥
当
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
書
面
尋
問
の
後

で
、
当
事
者
が
申
立
て
に
よ
り
口
頭
弁
論
の
場
で
証
人
に
発
問
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り

(
Z
P
O
三
九
七
条
参



照
)
、
右
命
題
に
適
合
す
る
。
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
と
直
接
主
義
と
の
関
係
を
捉
え
る

が
、
こ
れ
は
、
当
事
者
に
(
証
拠
調
べ
へ
の
)
立
会
権
と
発
問
権
を
保
障
す
る
当
事
者
公
開
主
義
の
実
現
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と

ぃ
、
え
ヴ
hv

。

き
て
、
直
接
主
義
と
直
結
す
る
問
題
と
し
て
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
に
は
、
陳
述
の
証
拠
価
値
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
シ
ュ

タ
ド
ラ
!
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
か
ぎ
り
、

(
お
)

法
で
あ
る
と
す
る
。
書
面
に
よ
る
陳
述
の
場
合
に
は
、
証
人
が
当
事
者
や
弁
護
士
か
ら
の
影
響
を
受
け
ず
に
陳
述
を
自
分
で
起
草
す
る

口
頭
の
供
述
に
比
し
、
よ
り
信
用
で
き
な
い
粗
悪
な
証
拠
方

保
証
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
証
人
が
自
分
で
起
草
せ
ず
、

た
だ
署
名
し
た
だ
け
の
陳
述
は
、
裁
判
所
が
証
人
の
白

筆
手
書
き
の
起
草
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
阻
止
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
書
面
に
よ
る
陳
述
に
は
、
そ
の
成
立
に
関
す
る
不
確
実
き
が

(
却
)

常
に
つ
き
ま
と
う
と
言
う
。
そ
の
う
え
、
書
面
に
よ
る
陳
述
の
場
合
、
証
人
が
記
憶
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
無
意
識
に
埋
め
る
危
険
も

存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
限
ら
れ
た
証
拠
価
値
し
か
も
ち
え
な
い
が
、

そ
れ
で
も
、
シ
ュ

タ
ド
ラ

l
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
新
三
七
七
条
三
項
所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
、
自
由
で
は
あ
る
が
慎
重

(
幻
)

な
証
拠
評
価
の
も
と
で
は
、
利
用
に
堪
え
る
と
す
る
。

シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
以
上
の
考
察
を
前
提
に
、

(
却
)

次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て

(
却
)

ま
ず
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
受
命
裁
判
官
ま
た
は
受
託
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問

(
Z
P
O
三
七
五
条
)
に
代
替
し
う
る
。

こ
の
場
合
、
両
者
は
、
段
階
的
関
係
で
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
証
人
が
出
頭
す
る
の
に
支
障
が
あ
り
、

ま
た
は
、

証
人
の
陳
述
の
意
義
を
掛
酌
し
て
遠
隔
の
ゆ
え
に
出
頭
が
期
待
で
き
な
い
場
合
、
証
人
は
、
受
命
裁
判
官
ま
た
は
受
託
裁
判
官
に
よ
っ

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

て
尋
問
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
証
明
問
題
と
証
人
の
人
物
も
新
三
七
七
条
三
項
の
趣
旨
に
お
い
て
適
す
る
場
合
に
の
み
、
書
面
に
よ

る
陳
述
が
要
求
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
す
で
に
一
度
口
頭
で
行
わ
れ
た
証
人
に
対
す
る
補
充
的
尋
問
と
し
て
も
有
意
義
で
あ
る
。

ま
た
、
尋
問
に
際
し
、
証
人
が
あ
る
質
問
に
対
し
て
手
元
に
な
い
資
料
に
よ
っ
て
の
み
返
答
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
重
要
性

(
却
)

を
獲
得
す
る
。
当
該
証
人
が
再
度
法
廷
に
出
向
き
尋
問
を
受
け
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
鑑
定
証
人
に

も
、
同
時
に
鑑
定
人
と
し
て
活
動
し
な
い
か
ぎ
り
、
あ
て
は
ま
る
(
例
え
ば
、
技
術
者
が
事
故
前
の
事
故
車
の
状
態
や
事
前
損
傷
の
除
去
に

つ
い
て
書
面
で
返
答
す
る
と
か
、
警
察
官
が
交
通
状
況
や
事
故
後
の
関
係
人
の
態
度
に
つ
い
て
尋
問
さ
れ
る
場
合
)
。

さ
ら
に
、
手
続
の
訴
額
が
僅
少
で
あ
る
場
合
、
訴
額
の
僅
少
性
か
ら
証
明
問
題
の
適
性
を
肯
定
し
て
書
面
に
よ
る
陳
述
を
許
容
す
る

考
え
方
や
、
少
額
事
件
手
続
(
訴
額
二
一

0
0
マ
ル
ク
以
下
)
で
は
、
手
続
形
成
に
際
し
裁
判
官
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(
Z

P
O
四
九
五
条
の

a)
こ
と
を
根
拠
に
、
新
三
七
七
条
三
項
の
要
件
に
関
係
な
し
に
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
許
さ
れ
る
と
す
る
考

え
方
が
あ
る
が
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

i
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
、
当
事
者
の
法
的
審
問
請
求
権
お
よ
び
発
問
権
か
ら
問
題
が
あ
る
と
す

る
。
ま
た
、
訴
額
の
僅
少
な
事
件
で
も
、

(
泊
)

右
見
解
は
支
持
で
き
な
い
と
い
う
。

L
U
 

口
頭
尋
問
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
解
明
が
可
能
と
な
る
複
雑
な
証
明
問
題
も
あ
り
う
る
以
上
、

準
備
的
な
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
可
能
性

シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
右
の
よ
う
に
、

口
頭
尋
問
の
代
替
と
し
て
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
適
用
範
囲
を
比
較
的
制
限

的
に
捉
え
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
が
提
示
し
た
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
範
囲
内
に
お
い
て
、

口
頭
尋
問
の
代
替
と
し
て
書
面

に
よ
る
陳
述
を
利
用
す
る
場
合
、

は
た
し
て
立
法
者
が
書
面
尋
問
制
度
の
改
正
に
よ
っ
て
意
図
し
た
目
標
が
達
成
で
き
る
の
か
が
問
題



疑
問
を
抱
き
、

と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
|
コ
ッ
ホ
に
よ
る
新
三
七
七
条
三
項
の
理
解
と
も
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
が

l
強
い

(
辺
)

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

立
法
者
は
、
書
面
尋
問
の
要
件
を
緩
和
し
、

と
く
に
当
事
者
双
方
の
同
意
の
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
面
尋
問
の
措
置

を
よ
り
迅
速
か
つ
容
易
に
と
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
双
方
の
同
意
な
し
に
書
面
に
よ
る
陳
述
を
証
人
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
書
面
尋
問
の
後
で
当
事
者
の
一
方
か
ら
口
頭
尋
問
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、

z
p
O三
九
七
条

に
よ
り
当
事
者
に
発
問
権
を
保
障
す
べ
く
証
人
の
呼
出
し
と
口
頭
尋
問
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
書
面
尋
問
の
活
用

に
よ
る
手
続
促
進
と
訴
訟
経
済
の
効
用
が
当
事
者
の
意
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
当
事
者
か
ら
の
口
頭
尋
問
の
申
立
て
を
制
限
す
る
方
策
が
と
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、

立
法
者
の
金

図
す
る
改
正
目
標
の
実
現
は
難
し
い
と
す
る
。

そ
こ
で
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
「
口
頭
尋
問
の
代
替
」
と
し
て
の
機
能
場
面
を
前
提
に

書
面
尋
問
の
活
用
を
は
か
る
か
ぎ
り
、
立
法
者
の
意
図
す
る
訴
訟
促
進
・
経
済
化
の
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
別

の
機
能
場
面
を
探
る
。

す
な
わ
ち
、
英
米
民
事
訴
訟
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
段
階
で
質
問
書
冨
号
Z
D
E
Z円
g
m仰
ぎ
ユ

g)
が
本
来
の
証
拠
調
べ
の
準
備

や
事
案
の
解
明
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
示
唆
を
受
け
て
、
新
三
七
七
条
三
項
の
書
面
尋
問
を
、
事
実
関
係
が
複
雑
か
つ
重

(
お
)

大
な
場
合
に
弁
論
期
日
の
よ
り
よ
い
準
備
の
た
め
に
利
用
で
き
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
新
三
七
七
条
三
項
が
裁
判
官
に
付
与
す
る
自
由
余
地
は
、
す
で
に
、
期
日
の
最
適
な
準
備
を
可
能
に
し
う
る
。
立

法
者
も
含
め
、
従
来
の
見
解
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
比
較
的
単
純
な
事
例
や
問
題
に
の
み
適
し
て
い
る
と
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、

正
当
で
あ
る
。
ま
き
に
広
範
な
争
点
や
困
難

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
一
二
)
(
高
田



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

四

な
問
題
の
場
合
に
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
を
準
備
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
に
独
自
の
機
能
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
請
負
、
賃

貸
借
、

リ
ー
ス
契
約
等
に
お
い
て
契
約
目
的
の
暇
庇
が
多
数
存
在
す
る
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
や
、
製
品
の
安
全
を
確
保

し
た
か
否
か
の
判
断
が
、
複
雑
な
事
業
経
過
や
機
構
に
依
存
し
て
い
る
場
合
に
、
期
日
前
に
専
門
知
識
を
も
っ
社
員
か
ら
取
り
寄
せ
ら

れ
た
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
は
、

口
頭
弁
論
期
日
で
の
当
事
者
の
陳
述
と
証
人
尋
問
等
の
証
拠
調
べ
を
、
重
要
な
事
項
に
集
中
さ
せ
る

の
に
役
立
ち
う
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
事
実
上
困
難
か
つ
広
範
な
問
題
の
場
合
に
、
準
備
的
な
証
人
陳
述
(
書
面
に
よ
る
陳
述
)

(
担
)

の
利
用
可
能
性
を
認
め
、
こ
の
場
合
に
は
、
残
っ
て
い
る
争
点
に
つ
い
て
当
該
証
人
の
呼
出
し
と
尋
問
が
続
く
と
す
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
運
用
は
果
た
し
て
新
三
七
七
条
三
項
と
整
合
す
る
の
か
。
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
新

三
七
七
条
三
項
と
の
整
合
性
を
肯
定
す
る
。

新
三
七
七
条
三
項
が
書
面
に
よ
る
陳
述
で
「
十
分
で
あ
る
」
と
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
判
例
お
よ
び
学
説
に
よ
っ
て
、
証
明
問
題
と

証
人
の
適
性
と
い
う
観
点
か
ら
具
現
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
実
上
複
雑
な
事
象
や
問
題
の
場
合
に

は
、
そ
の
種
の
適
性
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
の
後
に
口
頭
尋
問
の
可
能
性
が
原
則
と
し
て
聞
か
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
認
め

ら
れ
、
つ
る
。

そ
し
て
、
新
三
七
七
条
三
項
の
こ
の
よ
う
な
理
解
と
取
扱
い
は
、

む
し
ろ
口
頭
尋
問
代
替
型
の
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
よ

り
も
訴
訟
諸
原
則
と
整
合
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
準
備
的
な
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」

の
場
合
、
書
面
に
よ
る
陳
述
と
そ
れ
に
補
充
的
な
尋

間
が
続
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
証
人
の
負
担
増
加
を
招
く
。
し
か
し
、
準
備
的
な

「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
が
適
時
に
な
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
訴
訟
全
体
の
和
解
的
解
決
の
可
能
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
主

張
を
争
い
の
な
い
も
の
に
し
、

ま
た
部
分
的
な
和
解
へ
と
導
き
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
結
果
に
至
ら
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
、
当



事
者
は
、
弁
論
期
日
に
実
施
さ
れ
る
証
人
の
口
頭
尋
問
の
準
備
を
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
も
と
づ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
、
訴
訟
の
促
進
や
効
果
的
な
実
施
に
関
す
る
当
事
者
の
利
益
に
鑑
み
る
と
、
書
面
尋
問
と
口
頭
尋
問
の
重
複
は
、
不
相
当
と
は
い

え
な
い
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
準
備
的
な
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
と
新
三
七
七
条
三
項
の
文
言
と
の
整
合
性
を
肯

そ
し
て
、
書
面
に
よ
る
陳
述
の
こ
の
よ
う
な
活
用
に
よ
っ
て
重
要
な
争
点
へ
の
審
理
集
中
と
幅
広
い
情
報
基
盤
に
基
づ
く
早
期

(
お
)

和
解
が
可
能
に
な
る
と
結
論
す
る
。

定
し
、3 

‘、
E
E
E

・4.，
 

?古

以
上
、
新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
新
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
限
界
に
関
す
る
理
論
を
、

コ
ッ
ホ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
の
各
々
の
研

究
を
中
心
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
も
と
づ
き
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
限
界
に
関
す
る
理
論
の
現
時
点

で
の
到
達
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。

司
法
簡
素
化
法
の
立
法
者
は
、

既
述
の
と
お
り
、

z
p
O
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
修
正
に
よ
り
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
を
拡
大

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
の
促
進
・
簡
易
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
新
三
七
七
条
三
項
に
お
い
て
書
面
尋
問
の
適
用
要
件
に
修

正
が
加
え
ら
れ
、
文
言
上
、
例
え
ば
、
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
や
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
要
件
の
削
除
に
よ
っ
て
適
用
要
件
が

緩
和
さ
れ
た
点
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
書
面
尋
問
を
実
施
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
証
人
に
つ
い
て
の
直
接
的
印
象

を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
事
者
に
は
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
い
、
証
人
に
発
問
す
る
機
会
が
存
し
な
い
た
め
、
書
面
尋
問
の
適
用
は
、

(
お
)

そ
の
導
入
以
来
、
常
に
、
証
拠
調
べ
の
直
接
主
義
や
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田

一
五



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

一六

て
、
新
三
七
七
条
三
項
の
適
用
限
界
を
画
定
す
る
作
業
は
、
技
術
的
に
は
、
所
定
の
要
件
の
正
確
化
・
具
体
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る

が
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
要
件
に
よ
っ
て
、
証
人
尋
問
に
本
来
妥
当
す
べ
き
手
続
原
則
か
ら
の
離
反
を
埋
め
合
わ
せ
ま

た
は
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
作
業
で
あ
る
。

新
三
七
七
条
三
項
が
書
面
尋
問
の
許
容
基
準
と
し
て
挙
げ
る
「
証
明
問
題
の
内
容
の
適
性
」
と
「
証
人
の
人
物
の
適
性
」
の
う

(
幻
)

ち
、
証
明
問
題
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
証
明
問
題
の
具
体
性
お
よ
び
単
純
性
が
判
断
基
準
と
し
て
一
般
に
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。
他

方
、
証
人
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
証
人
の
証
言
の
証
拠
価
値
を
適
確
に
判
断
し
う
る
た
め
に
は
、
証
人
と
当
事
者
の
一
方
と
の
間
に
人

的
関
係
や
結
び
つ
き
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
補
充
的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
、
証
人
の

人
物
に
つ
い
て
は
、
書
面
尋
問
の
命
令
前
に
証
人
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、

そ
の
基
準
と
し
て
の
有
用
性
は
疑
問

祝
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ
れ
ら
の
基
準
を
充
足
す
る
場
合
に
、
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
に
つ
い

て
は
、

と
く
に
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
証
人
に
関
す
る
直
接
的
印
象
の
欠
如
が
証
人
の
記
憶
力
、
証
人
自
身
の
事
実
の
知
覚
と
推

論
と
の
混
同
の
有
無
、
虚
偽
の
陳
述
の
可
能
性
、
質
問
事
項
の
誤
解
の
可
能
性
な
ど
を
判
断
す
る
た
め
の
手
段
の
欠
如
を
招
く
が
、
証

明
問
題
が
単
純
か
つ
具
体
的
で
あ
る
場
合
(
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
書
面
で
の
質
問
に
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
で
返
答
で
き
る
も
の
や
単
一

ま
た
は
少
数
の
事
実
が
証
明
問
題
の
対
象
に
な
っ
て
い
て
証
人
の
知
覚
対
象
が
過
度
に
複
雑
な
事
実
関
係
に
は
関
わ
ら
な
い
場
合
)
、
証
人
に
関

す
る
直
接
的
印
象
の
欠
如
を
十
分
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

お
そ
ら
く
類
似
の
基
準
を
支
持
す
る

他
の
論
者
の
考
え
の
背
後
に
も
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
証
明
問
題
の
適
性
と
の
関
連
で
は
、
少
額
軽
微
な
事
件
の
場
合
に
、
訴
額

(
お
)

の
僅
少
性
か
ら
書
面
尋
問
を
許
容
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
賛
否
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
書
面
尋
問
の
場
合
の
当
事
者
の
立
会
権
・
発
問
権
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、

コ
ッ
ホ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
い
ず
れ
も
、
書
面
尋



問
自
体
に
お
い
て
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
書
面
尋
問
後
に
当
事
者
が
口
頭
尋
問
を
行
う
可
能
性
を
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

書
面
尋
問
と
、
受
命
裁
判
官
・
受
託
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問

(
Z
P
O
三
七
五
条
)
と
の
関
係
は
、

理
論
的
に
も
実
務
的
に

も
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

両
者
を
段
階
的
関
係
で
捉
え
よ
う
と
す
る
シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
見
解
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま

り
、
ま
ず
は
、
当
該
証
人
に
つ
き
、
証
人
の
出
頭
に
支
障
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
証
人
の
供
述
の
意
義
に
鑑
み
て
遠
隔
の
た
め
に
出
頭

が
期
待
で
き
な
い
か
を
判
断
し
、

そ
の
う
え
で
新
三
七
七
条
三
項
の
要
件
を
具
備
す
る
か
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に

よ
れ
ば
、
受
命
裁
判
官
・
受
託
裁
判
官
に
よ
る
証
人
尋
問
に
適
す
る
こ
と
と
、
書
面
尋
問
に
適
す
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
、
両
方
の
制

度
の
適
用
場
面
は
当
然
に
は
重
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
一
般
的
支
持
を
得
て
い
る
と
い
え
る
か
は
確
言

で
き
な
い
。新

三
七
七
条
三
項
の
も
と
で
の
書
面
尋
問
制
度
は
、
す
く
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
直
ち
に
立
法
者
の
意
図
し
た
同
制
度
の
適

(
却
)

用
拡
大
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
裁
判
所
の
運
用
自
体
に
よ
っ
て
は
、
立
法
段
階
か
ら
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
ら
が
危
倶
し
た
よ

四
う
に
多
用
さ
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
面
尋
問
制
度
が
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
の
導
入
以
来
前
提
と
さ
れ
て

き
た
「
口
頭
尋
問
に
代
替
す
る
」
書
面
尋
問
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
書
面
尋
問
の
制
度
が
、

証
人
尋
問
に
お
け

る
口
頭
尋
問
の
原
則
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
み
は
、
前
述
の
と
お
り
、

口
頭
尋
問
代
替
機
能
の
ほ
か
に
、
書
面
尋
問
の
も
う
一
つ

の
機
能
な
い
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
尋
問
に
弁
論
期
日
の
準
備
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
提
案
で
あ
る
。

コ
ッ
ホ
も
含
め
、
従
来
の
文
献
と
実
務
は

口
頭
尋
問
の
代
替
機
能
と
し
て
の
書
面
尋
問
の
適
用
限
界
を
問
題
に
し
て
き
た
た
め
、

そ

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田
)

七



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

J¥ 

の
適
用
場
面
を
お
の
ず
と
比
較
的
単
純
な
事
例
や
軽
微
な
問
題
に
限
定
し
、
事
実
関
係
が
複
雑
か
つ
重
要
な
事
案
に
は
そ
の
適
用
を
否

定
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は、

ま
さ
に
事
実
関
係
が
複
雑
で
時
間
・
コ
ス
ト
の
か
か
る
事
案
で
、
弁
論
の
よ
り

よ
き
準
備
の
た
め
に
書
面
尋
問
を
利
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
訴
訟
の
早
期
の
段
階
で
証
人
か
ら
書
面
に
よ
る
返
答
を
得
て
、

そ
こ

か
ら
当
事
者
、
裁
判
所
が
情
報
を
得
て
、
争
点
を
絞
り
込
み
、
弁
論
期
日
で
の
主
張
お
よ
び
証
人
の
口
頭
尋
問
を
準
備
す
る
の
に
活
用

し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
幼
)

い
る
。
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は、

つ
ま
り
、
訴
訟
を
準
備
段
階
と
証
拠
調
べ
段
階
に
分
け
、
前
者
の
段
階
で
の
情
報
収
集
手
段
と
し
て
用

こ
の
よ
う
な
活
用
に
よ
っ
て
、

司
法
簡
素
化
法
の
立
法
者
が
意
図
し
た
訴
訟
促
進
が
可
能
に
な
る
と
主
張

す
る
。
こ
れ
は
、

た
し
か
に
、
書
面
尋
問
制
度
の
新
し
い
可
能
性
を
示
す
も
の
で
、
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
新
三
七
七
条
三
項
の

文
言
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
「
証
明
問
題
の
内
容
及
び
証
人
の
人
物
の
適
性
に
照
ら
し
て
十
分
で
あ
る
」
と
の
書
面
尋
問
適
用
の
要
件

(
H
M
)
 

と
右
の
「
準
備
的
」
な
証
人
の
書
面
尋
問
と
が
直
ち
に
整
合
す
る
と
言
え
る
か
は
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l

の
見
解
は
、

立
法
論
と
し
て
も
十
分
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
見
解
が
今
後
の
ド
イ
ツ
の
理
論
お
よ
び
実
務
に
よ
っ
て
ど
う
評

価
さ
れ
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

(
1
)

問。。
F
巴
O
R
Y丘町円ロ
n
y
m
w
N
o
c
m
g
M
m
g
ω
g
m
σ
m∞
白
川
山
田
町

ω

コ〉
σω
・
呂

N司
C
E昆
色
ゅ
の

E
ロ
己
畠
R
O
己
q
ロ
ロ
百
円
円
Z
F
R
W
E
E
E己
p
q
z
-
2
r
E・

-目。F
r
o
-
?
5
8
・∞
-
N
C
・
コ
ッ
ホ
は
、
書
面
尋
問
で
は
、
判
決
裁
判
所
が
証
人
か
ら
人
的
印
象
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
、
証
拠
調
べ
が
間
接
的
に

行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
形
式
的
直
接
主
義
の
違
反
と
捉
え
る
。
こ
れ
は
、
ク
ク
ゼ
リ
ス
の
見
解
と
一
致
す
る
(
ク
ク
ゼ
リ
ス
の
見
解
に
つ
い
て

は
、
本
稿
(
ご
・
早
法
七
二
巻
四
号
二
三
六
頁
以
下
[
一
九
九
七
年
]
参
照
)
。

(
2
)

問。
nywω-mH・
C
-
w
m
-
Z
H
同
町
・

(
3
)

本
稿
(
二
)
・
早
法
七
五
巻
三
号
一
五
頁
以
下
(
二

0
0
0年
)
参
照
。

(
4
)

問。
n
F
ω
・何回・0・
w

印・
]
{
ω
N

・
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(∞) Koch， a. a. 0.， S. 141 ff. 

(ヨ) Koch， a. a. 0.， S. 139. 

(口) Koch， a. a. 0.， S. 140. 

(~) Koch， a. a. 0.， S. 144 ff. 

(口) Koch， a. a. 0.， S. 146 f. 

(ヨ) Koch， a. a. 0.， S. 147. 
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(口) Stadler， Schriftliche Zeugenaussagen und pre-trial discovery im deutschen Zivi1prozes， ZZP 110 (1997)， 139 ff. 

(~) Stadler， ZZP 110， 140. 
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O
H
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H
H
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H
K
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(
幻
)
印
同
白
色
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F
N
N
M】

H
H
P
H
日{}・

(
お
)
印
片
山
凶
門
出
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・
N
N
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)
]
=
c
w
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吋
民
w

(
却
)
ω
4
h
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w
N
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HHCW]{
印、吋同・

(
却
)

ω
片山

A

出
o
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N
N
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H
H
0
・
H
印∞・

(
訂
)
印
片
山
凶
門
出
o
n
N
N
H
V

一=P
H
日∞同・

(
沼
)
印
同
何
回
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出
O
F
N
N司

H
H
C
W
H
印。民・

(お
)

ω

E
色
q
w
N
N司

H
H
O
L
g
R
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
が
、
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
を
弁
論
期
日
の
準
備
目
的
で
活
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
背
景
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
類
似
の
制
度
に
対
す
る
比
較
法
的
研
究
成
果

(
ω
g仏
-
o
F
N
N
M
M
H
H
C
ω
ω
・
5
0
1
5
3

が
あ
る
。

(
泊
)
印
E
2
q
w
N
N
H
V
H
H
P
5
h
・
な
お
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
残
っ
た
争
点
に
関
す
る
証
人
呼
出
し
お
よ
び
尋
問
を
放
棄
す
る
余
地
を
も
認
め
る
。

(
お
)
印
宮
島
-
o
F
N
N
H
)
H
H
C
L
E
同
・
し
か
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
合
衆
国
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
イ
ス
カ
ヴ
ァ
リ

l
手
続
を
導
入
す
る

こ
と
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
同
手
続
モ
デ
ル
に
は
裁
判
官
の
有
理
性
審
査
の
欠
散
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
で
き
な
い
文
書
提
出
義
務

に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
の
導
入
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
訴
訟
の
準
備
が
裁
判
官
の
手
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
、
準
備
的
な
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
が
活
用
さ
れ
て
も
、
合
衆
国
モ
デ
ル
の
弊
害
は
回
避
さ
れ
る
と
さ
れ
る

G
Z己
2
・
N
N司

]己
0

・一
5
日)。

(
お
)
本
稿
(
二
早
法
七
二
巻
四
号
二
二

O
頁
、
二
二
六
頁
以
下
参
照
。
と
こ
ろ
で
、
新
旧
三
七
七
条
に
よ
る
書
面
尋
問
の
場
合
に
、
証
拠
調
べ
の
直
接

主
義
の
違
反
が
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
旧
法
下
の
ク
ク
ゼ
リ
ス
の
見
解
や
新
法
下
の
コ
ッ
ホ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
書
面
尋

問
に
は
形
式
的
直
接
主
義
の
違
反
が
あ
る
の
に
対
し
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
形
式
的
直
接
主
義
違
反
は
な
い
と
さ
れ
る
(
印
g
ι
z
n
N
N司

H
H
0
・

E
仏
門
前
述
本
章
四
・

2
・
例
・
二
参
照
)
。
こ
れ
は
、
書
面
尋
問
で
は
、
証
人
に
つ
い
て
裁
判
所
が
直
接
的
印
象
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
、
形
式
的
直
接
主
義
違
反
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
概
念
的
な
問
題
に
関
す
る
対
立
を
意
味
す
る
。

な
お
、
シ
ュ
タ
ド
ラ
l
は
、
書
面
尋
問
に
お
い
て
、
形
式
的
直
接
主
義
違
反
を
否
定
す
る
も
の
の
、
実
質
的
直
接
主
義
違
反
を
一
定
限
度
で
認
め
て
い

る
(
印
E
己
Z
F
N
N
司
口
P

E
日
戸
)
。
こ
れ
は
、
コ
ッ
ホ
ら
が
民
事
訴
訟
に
お
け
る
実
質
的
直
接
主
義
の
妥
当
性
を
否
定
し
て
い
る
(
同
R
F
ω
・
ω・
0
・u
印・

お
戸
)
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
証
人
の
書
面
尋
問
と
(
証
拠
調
べ
の
)
直
接
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。



(
幻
)
本
稿
(
二
)
早
法
七
五
巻
三
号
二
一
頁
参
照
。

(
却
)
例
え
ば
、
本
稿
(
二
)
早
法
七
五
巻
三
号
二
一
頁
注
口
の
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
提
案
を
参
照
。

(
拘
)
本
稿
(
二
)
早
法
七
五
巻
三
号
八
頁

(
的
)
本
間
靖
規
「
人
証
の
取
調
べ
に
お
け
る
直
接
主
義
と
書
面
の
利
用
」
松
本
博
之
H
宮
崎
公
男
編
「
講
座
新
民
事
訴
訟
法
H
』
二

O
二
頁
、
二

O
五
頁

(
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
)
参
照
。
シ
ュ
タ
ド
ラ
!
の
見
解
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
書
面
尋
問
制
度
の
証
拠
開
示
目
的
で
の
利
用
可
能
性
を
認
め
る
見
解

(
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
高
橋
宏
志
「
書
面
尋
問
i
研
究
者
の
視
点
か
ら
」
判
タ
一

O
O六
号
四
三
頁
[
一
九
九
九
年
]
、
小
山
稔
「
書
面
尋
問
l
弁
護

士
の
視
点
か
ら
」
判
タ
一

O
O
六
号
四
六
頁
[
一
九
九
九
年
]
参
照
)
や
陳
述
書
の
証
拠
開
示
的
利
用
の
実
務
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(

叫

)

印

Z
E
1守
口
g
l回
q
m
o
F
同
O
B
E
g
s円
NC吋
N目

i
f
g
N
O目
。
丘
ロ
ロ
ロ
ぬ
い
「
〉
民
-
・
・

53wmω
ゴ
河
口
・

ω吋
は
、
広
範
な
証
明
問
題
や
複
雑
な
証
明
問

題
が
書
面
尋
問
に
適
し
な
い
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
の
提
唱
す
る
準
備
目
的
で
の
書
面
尋
問
の
利
用
に
反
対
す
る
。

五

新
三
七
七
条
三
項
に
よ
る
証
人
の
書
面
尋
問
の
手
続
問
題

新
三
七
七
条
三
項
が
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
制
度
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
適
用
要
件
の
ほ
か
に
、

口
u

法
下
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
。
本
節
で
は
、
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
制
度
の
、

適
用
要
件
以
外
の
手
続
処
理
上
の
問
題
を

取
り
上
げ
、
実
務
お
よ
び
理
論
に
お
け
る
そ
の
取
扱
い
を
概
観
す
る
。

手
続
の
概
観

新
三
七
七
条
三
項
は
、
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」

の
適
用
要
件
を
定
め
た
第
一
文
に
続
き
、
裁
判
所
が
書
面
に
よ
る
返
答

を
命
じ
る
際
に
、
当
該
証
人
に
対
し
、
尋
問
の
た
め
に
呼
び
出
す
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
(
二

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田
)



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

文
)
。
ま
た
、
裁
判
所
が
証
明
問
題
の
さ
ら
な
る
解
明
に
必
要
と
認
め
る
と
き
に
、
証
人
の
呼
出
し
を
命
ず
る
旨
の
定
め
を
置
く
(
三

文
)
。
こ
れ
ら
第
二
文
、
第
三
文
に
相
当
す
る
規
定
は
、

旧
法
に
は
な
く
、
第
二
文
、
第
三
文
と
も
、
今
回
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。

も
っ
と
も

旧
法
で
は
、

明
文
の
定
め
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
務
上
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
を
命
じ
る
際
に
、

そ
れ
が

期
日
へ
の
呼
出
し
と
一
緒
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
書
面
に
よ
る
返
答
後
の
証
人
の
呼
出
し
お
よ
び
口
頭
尋
問
の
可
能
性
が
認
め
ら

(1) 

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
法
に
よ
る
実
質
的
に
大
き
な
変
更
は
な
い
も
の
と
見
て
よ
い
。

新
三
七
七
条
三
項
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
お
け
る
具
体
的
な
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
書
面
尋
問
の
命
令

(2) 

は
、
受
訴
裁
判
所
が
証
拠
決
定
で
発
す
る
。
所
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
、
書
面
尋
問
を
命
じ
る
か
否
か
は
、
受
訴
裁
判
所
の

(
3
)
 

義
務
的
裁
量
に
属
す
る
。
書
面
尋
問
は
、

z
p
O一
二
五
八
条
の

a
三
号
に
よ
り
、
す
で
に
主
要
期
日
富
山

8
2
q
E吉
)
の
前
に
命
じ
、

(4) 

か
つ
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
面
尋
問
(
書
面
に
よ
る
返
答
)
の
命
令
は
、
証
人
が
回
答
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
を
付
し
て
行

(5) 

う
こ
と
が
合
目
的
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
証
人
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
を
な
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
ず
、
ま
た
、

Z
P
O
三
八

O
条
ま
た

(6) 

は
三
九

O
条
に
よ
る
秩
序
づ
け
手
段
の
威
迫
や
制
裁
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
書
面
に
よ
る
返
答
が
期
間
内
に
届
か
な
か
っ
た
場
合

(7) 

や
、
証
人
が
書
面
に
よ
る
返
答
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
当
該
証
人
は
、
尋
問
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
8
)
 

証
人
に
は
、
三
項
二
丈
に
よ
り
、
尋
問
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
指
摘
は
、

証
人
が
書
面
に
よ
る
陳
述
を
す
れ
ば
呼
出
し
に
応
じ
る
必
要
は
な
い
と
の
誤
解
を
防
止
す
る
の
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
証
人
が
書
面
で

の
返
答
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
法
廷
へ
の
呼
出
し
を
覚
悟
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
を
も
ち
、

(
9
)
 

実
に
返
答
す
る
よ
う
促
す
機
能
を
有
す
る
。

さ
ら
に
、
彼
が
誠

(
叩
)

証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
、
証
人
供
述
で
あ
る
以
上
、
裁
判
所
は
、
ま
た
、
真
実
義
務

(
Z
P
O
三
九
五
条
一
項
)
、
証
言
拒
絶
権



(
日
)

(
Z
P
O
一
二
八
三
条
二
項
)
等
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

両
当
事
者
に
通
知
さ
れ
(
通
知
の
形
式
は
問
わ
な
い
)
、
遅
滞
な
く

(ロ)

口
頭
弁
論
と
証
拠
弁
論
の
た
め
の
期
日

(
Z
P
O
二
八
五
条
)
が
指
定
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
さ
ら
な
る
解
明
の
た
め
に

書
面
に
よ
る
返
答
が
裁
判
所
に
届
い
た
と
き
は
、

そ
の
返
答
は
、

必
要
と
認
め
る
場
合
、
証
人
の
呼
出
し
を
命
ず
る
(
三
項
三
文
)
。

こ
の
三
項
三
文
の
定
め
は
、
裁
判
所
が
さ
ら
な
る
解
明
が
必
要
な

場
合
に
常
に
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
証
人
に
対
し

て
、
書
面
に
よ
る
陳
述
の
不
完
全
、
不
明
瞭
な
ま
た
は
矛
盾
の
あ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
補
充
し
た
り
、
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
よ
う

(日
)

(

H

)

依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
か
は
、
裁
判
所
の
義
務
的
裁
量
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
書
面
に
よ
る

陳
述
が
不
完
全
、
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
や
、
陳
述
に
矛
盾
が
あ
る
場
合
に
、
当
事
者
か
ら
当
該
証
人
に
対
す
る
口
頭
尋
問
の
申
立
て
が

な
さ
れ
た
と
き
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
3
参
照
)
。

裁
判
所
か
ら
の
事
前
の
命
令
が
な
い

「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
取
扱
い
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
裁
判
所
の
命

令
の
前
に
証
人
が
作
成
し
た
「
書
面
に
よ
る
陳
述
」
の
場
合
、
証
明
問
題
は
ま
だ
裁
判
所
に
よ
っ
て
文
章
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
命
令
前
に
作
成
さ
れ
た
陳
述
書
面
の
利
用
が
禁
止
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
証
人
が
問
題
の
事
象

(
日
)

に
つ
き
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
一
切
を
そ
の
書
面
で
通
知
す
る
場
合
に
は
、
禁
止
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、

し
か
し
、

裁
判
所
が
証
明
問
題
を
ど
う
表
記
す
る
か
に
書
面
内
容
は
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
当
事
者
が
了
解
し
た
場

(
日
)

合
に
利
用
で
き
る
と
す
る
見
解
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
陳
述
は
、
人
証
で
は
な
く
書
証
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
、
私
文
書
と
し
て
の
利
用
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

二
四

2 

「
官
吾
首
に
代
わ
る
保
証
」
と
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
の
取
扱
い

新
三
七
七
条
三
項
の
下
で
は
、

旧
三
七
七
条
三
項
・
四
項
で
要
件
と
さ
れ
て
い
た
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
は
、
も
は
や
書
面

尋
問
の
適
用
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
に
関
し
て
は
、
新
法
の
定
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
宣

誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
記
載
の
あ
る
書
面
に
よ
る
返
答
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
書
面
に
よ
る
陳
述
が
適
法
か
と
い
う
問
題
が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
要
件
と
し
て
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
書
面
に
よ
る
陳
述
は
不
適
法

に
な
る
の
か
。
ま
た
、
裁
判
所
が
、
書
面
尋
問
の
際
に
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
証
人
に
促
し
た
り
、

そ
の
者
の
任
意
に
任
せ
た
り
す
る

」
と
は
で
き
る
か
も
問
題
と
な
る
。

立
法
者
が
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
要
件
を
削
除
し
た
以
上
、
裁
判
所
が
証
人
に
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
を
命
ず
る
こ
と
は
、

立
法
者
意
思
に
反
す
る
し
、

ま
た
、
裁
判
所
が
始
め
か
ら
証
人
に
警
告
す
る
目
的
で
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
す
る

(口)

そ
も
そ
も
新
三
七
七
条
三
項
の
要
件
(
証
明
問
題
の
内
容
と
証
人
の
人
物
の
適
性
)
を
満
た
し
に
く
い
。
そ
れ
ゆ

よ
う
な
場
合
な
ら
ば
、

え
、
裁
判
所
は
、
証
明
問
題
の
書
面
に
よ
る
返
答
を
命
ず
る
場
合
、
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
を
証
人
に
命
ず
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い

(
日
)

と
の
見
解
が
存
在
す
る
。

書
面
尋
問
に
関
す
る
「
当
事
者
双
方
の
同
意
」
も
、

旧
法
で
は
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
と
同
様
、
書
面
尋
問
の
要
件
と
さ
れ

必
要
な
い
。
し
か
し
、

て
い
た
が
、
新
三
七
七
条
三
項
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
面
尋
問
の
命
令
に
際
し
、
当
事
者
双
方
の
同
意
は
も
は
や

(
叩
)

そ
れ
で
も
、
当
事
者
双
方
の
同
意
の
存
在
は
、
書
面
尋
問
の
命
令
の
際
に
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
し
か
に
、
規
定
上
は
、
当
事
者
双
方
の
同
意
は
要
求
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
裁
判
所
が
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
書

(
却
)

面
で
の
陳
述
を
命
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
滅
多
に
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
の
一
方
が
同
意
で
き
な
い
よ
う
な
場



合
、
書
面
尋
問
の
後
、

当
該
当
事
者
が
三
九
七
条
に
よ
る
発
問
権
の
行
使
を
求
め
て
口
頭
尋
問
の
申
立
て
を
す
る
可
能
性
が
高
く
、

次

に
述
べ
る
と
お
り
、
当
事
者
の
申
立
て
が
あ
る
場
合
に
証
人
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
書
面
尋
問
に
よ
っ
て
手
続

の
促
進
を
図
る
と
い
う
目
標
が
達
成
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

3 

書
面
尋
問
後
の
口
頭
尋
問
等
の
可
能
性

新
三
七
七
条
三
項
三
文
は
、
書
面
尋
問
の
実
施
後
、
裁
判
所
が
証
明
問
題
の
さ
ら
な
る
解
明
に
必
要
と
み
と
め
る
場
合
に
、

職

権
に
よ
り
証
人
を
呼
び
出
す
可
能
性
を
裁
判
所
に
認
め
る
。
書
面
に
よ
る
返
答
が
客
観
的
に
み
て
不
完
全
、
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
や
矛

盾
が
あ
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
、
証
人
を
呼
び
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

当
事
者
が
証
人
の
呼
出
し
を
求
め
て

き
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

そ
の
申
立
て
を
ど
う
扱
う
か
。
ま
た
、
証
人
を
呼
び
出
し
て
も
そ
れ
以
上
の
解
明
が
期
待
で
き
な
い
と
裁

判
所
が
判
断
し
た
場
合
に
、

当
事
者
が
証
人
の
呼
出
し
を
申
し
立
て
て
き
た
と
き
、
裁
判
所
は
、

そ
の
申
立
て
を
ど
う
扱
う
か
。
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
新
三
七
七
条
三
項
は
、

明
示
的
に
規
定
し
て
い
な
い
。

旧
法
下
で
は
、
書
面
尋
問
に
当
事
者
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
た
た
め
(
旧
三
七
七
条
四
項
)
、

そ
の
同
意
を
当
事
者
の
発
問
権
の
放

棄
と
解
す
れ
ば
、
書
面
尋
問
後
に
当
事
者
が
三
九
七
条
に
も
と
づ
い
て
発
問
権
行
使
を
求
め
て
い
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ

(
幻
)

て
、
当
事
者
が
証
人
に
発
問
で
き
る
可
能
性
と
し
て
は
、
三
九
八
条
の
反
覆
尋
問
の
可
能
性
の
み
が
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま

り
、
書
面
尋
問
後
の
当
事
者
か
ら
の
口
頭
尋
問
の
申
立
て
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
、
三
九
八
条
の
反
覆
尋
問
の
促
し
と
し
て
の
意
味
を

(
幻
)

有
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

し
か
し
、
新
法
で
は
、
当
事
者
の
同
意
は
も
は
や
書
面
尋
問
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

旧
法
下
の
一
般
的
解
釈
が
そ
の

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田
)

二
五



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

一二ハ

(
幻
)

ま
ま
妥
当
す
る
の
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
学
説
は
分
か
れ
て
い
る
。
あ
る
見
解
に
よ
る
と
、
書
面
尋
問
後
の
当
事
者
か

ら
の
口
頭
尋
問
の
申
立
て
の
取
扱
い
の
問
題
は
、
旧
法
下
の
見
解
と
同
様
、
三
九
八
条
の
反
覆
尋
問
の
問
題
と
し
て
、
同
規
定
に
よ
っ

(

M

)

(

お
)

て
処
理
さ
れ
る
。
し
か
し
、
別
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
同
意
は
も
は
や
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
当
事
者
が
書
面
尋
問
に

関
す
る
同
意
に
よ
っ
て
発
問
権
を
放
棄
し
た
と
の
解
釈
は
許
き
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
書
面
尋
問
で
は
当
事
者
の
発
問
権
が
奪
わ

れ
、
証
人
尋
問
に
必
要
な
手
続
保
障
を
備
え
た
証
拠
調
べ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
以
上
、

か
り
に
裁
判
所
が
、
当
事
者
か
ら
の
、
発
問
権

の
行
使
を
理
由
と
す
る
口
頭
に
よ
る
証
人
尋
問
の
申
立
て
を
拒
絶
す
る
と
、

そ
れ
は
、
三
九
七
条
一
項
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

(
却
)

の
見
解
に
よ
る
と
、
書
面
尋
問
の
後
の
当
事
者
に
よ
る
口
頭
尋
問
の
申
立
て
は
、
三
九
七
条
に
よ
る
発
問
権
行
使
と
捉
え
ら
れ
る
。

両
説
を
比
較
す
る
と
、
後
説
は
、
書
面
尋
問
に
お
い
て
は
当
事
者
の
発
問
権
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
書
面
尋
問
後
の
口

頭
尋
問
の
申
立
て
を
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
三
九
七
条
の
適
用
問
題
と
し
て
処
理
す
る
点

で
、
手
続
の
公
正
さ
や
当
事
者
の
保
護
に
対
し
て
一
層
手
厚
い
配
慮
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
後
説
の
中
で
は
、
当
事
者

が
口
頭
尋
問
を
申
し
立
て
た
場
合
に
、
裁
判
所
が
常
に
証
人
を
呼
び
出
し
て
尋
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が

(
幻
)

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
常
に
証
人
の
口
頭
尋
問
が
要
求
さ
れ
る
と
な
る
と
、
新
三
七
七
条
三
項
に
お
い
て
立
法
者
が
意
図
し

(
却
)

た
、
書
面
尋
問
の
拡
張
に
よ
る
訴
訟
の
迅
速
・
簡
易
化
の
効
果
が
、
書
面
尋
問
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
三
九
七
条
に
よ
り
証
人
を
口
頭
で
尋
問
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
を
画
定
す
る
基
準
を
、
解
釈
論
と
し
て
、
あ
る
い
は
立
法
論
と
し

(
却
)

て
定
立
す
る
試
み
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
実
現
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
問
題
だ
け
に
、
証

人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
の
許
容
限
界
の
問
題
と
も
関
連
し
、
書
面
尋
問
に
お
け
る
手
続
上
の
最
重
要
問
題
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
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明

ωコ
河
口
・
吋
・
ダ
ム
ラ
ウ
に
よ
る
と
、
そ
の
か
わ
り
、
命
令
前
に
証
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

書
面
陳
述
が
利
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
当
事
者
の
相
手
方
は
、
発
問
権
を
制
限
さ
れ
ず
、
い
っ
さ
い
の
理
由
づ
け
な
し
に
証
人

の
呼
出
し
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(日

)
N
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-
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の
お
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CWNH・
〉
ロ
戸
ム
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河
口
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口
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そ
れ
に
対
し
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、
呼
び
出
さ
れ
た
証
人
が
自
分
の
証
人
義
務
を
免
れ
る
た
め
に
書
面
を
提
出
し

て
き
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
グ
レ
ガ
l
は
、
そ
れ
を
事
後
的
な
命
令
に
よ
っ
て
新
三
七
七
条
三
項
の
意
味
で
の
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
に
す
る
こ

と
は
許
き
れ
な
い
と
す
る
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同
旨
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ロ
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合
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の
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書
面
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よ
る
陳
述
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な
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わ
け
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は
な
い
と
す
る
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き
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と
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宣
誓
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旧
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(
幻
)
印
S
2
0
F
N
N
H
V
H
H
0・
5
0・
シ
ュ
タ
ド
ラ
l
は
、
旧
法
下
で
は
、
書
面
尋
問
に
関
す
る
当
事
者
の
同
意
が
、
そ
の
同
意
に
も
と
づ
き
証
拠
決
定
が
下

さ
れ
た
口
頭
弁
論
の
終
了
ま
で
撤
回
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
後
で
な
さ
れ
た
口
頭
尋
問
の
申
立
て
は
、
三
九
七
条
の
反
覆
尋
問
の
促
し
に

す
ぎ
な
い
と
す
る
。

(
お
)
詳
細
は
、
問
。
岳
、

ω・
ω・
0
・w
m・
5
H
民
-
h
ω
g色。叶咽

NNH)HHP
目
。
民
・
を
参
照
。

(M)

叶『

5
5
2
1
司三
N0・
N同V
0・
N0・
〉
丘
}JHcsw

附

ωコ
河
口
・
。
一
国
内
E
B
σ
R
F
I
F
m
E
q
σ
R
F
l出向凶
2
5
m
g
p
N
H
v
c
w
可
・
〉
丘
-J
〉
ロ
ヨ
・
印
わ
(
河
口
・

5
)
一

〈
m--MEny
冨
己
ω円。
z
w
l国ロ
σ
2・
N司
0
・
Hcccw

附

ωコ
河
口
・

gmw・

(
お
)
∞
E
門出
O
F
N
N司
H
H
P
E
H
一一円。。
FW
印・

ω・
0
・w∞・

5
N
R
一一ζロロの
F
8
2
問。
B
E
g
g円
NC円
N
H
)
C
U
E
R
E
W
E
S
-
明

ωコ
河
口
・
口
一

N
g
-
q
l

(
U

吋
mwmmwFN司
C
W
N
H・
〉
口
出
-wHC山vhvw
町一山吋吋河口・目。
ω・

(
お
)
ダ
ム
ラ
ウ

(
7
2
Dの
Z

E吋
問
。
5
5
8片山吋

NC吋
NHμ()l
ロ
ω
E
E
C・
ωω
コ
間
口
・
口
-mω
ゆ
∞
河
口
-N)
に
よ
れ
ば
、
三
九
八
条
の
反
覆
尋
問
の
申
立
て
に

あ
た
る
の
は
、
発
問
権
の
行
使
後
同
一
の
証
明
主
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
尋
問
が
・
申
し
立
て
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
裁
判
所
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
コ
ッ
ホ
は
、
書
面
に
よ
る
陳
述
に
不
備
や
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
発
問
権
行
使
後
同
一
の
証

明
主
題
に
つ
い
て
き
ら
に
尋
問
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
、
反
覆
尋
問
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
(
同
2
y
m
-
ω
・
0
・w
m・
5hH)
。

(
幻
)
当
事
者
か
ら
口
頭
尋
問
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
、
裁
判
所
が
そ
れ
に
厳
格
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、

N
2
-
qー

p
o
m
o
F
N
g
w
N
H
-
E巴
-
w
Z
3
河口・

Z
R
ω
Z吉
l』。
E
ω
i
F吋
mopω
・
ω・
0
・ム
ωゴ
河
口
・
色
一
円
、
の
∞
包
宮
三
者
l月
間
昌
男
ロ
∞
∞
一
〈
閃
]
・

g
n
F

Z
C位。
E
W
l出口
σ
2
w
N司
CWH-
〉己同]・
W
2
3
河口・

E
m凶・

円
。
国
主
-
F
C
2・〈
-N印・口・

5
c
p
Z』
垣
間
一
同

5
2
w
H
N
S
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
区
裁
判
所
長
の
)
が
係
属
中
の
手
続
で

証
人
か
ら

Z
P
O
三
七
七
条
三
項
に
よ
り
、
書
面
に
よ
る
陳
述
を
取
り
寄
せ
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
証
人
に
発
聞
を
す
べ
く
、
証
人
の
呼
出
し
を
申
し
立
て

た
が
、
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
(
戸
の
)
は
、
控
訴
手
続
で
こ
れ
を
手
続
の
暇
杭
と
評
価
し
、
区
裁
判
所
の
判
決
を
取

り
消
し
て
事
件
を
差
し
戻
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

z
p
O三
七
七
条
三
項
三
文
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
先
に
付
与
さ
れ
た
書
面
に
よ
る
返
答
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
明
問
題
の
さ
ら
な
る
解
明
に
必
要

と
み
な
す
場
合
、
証
人
の
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
裁
判
所
の
裁
量
決
定
に
関
係
な
く
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
各
当
事
者
に
、

Z
P
O

三
九
七
条
に
よ
り
、
証
人
に
発
問
す
る
た
め
に
証
人
の
呼
出
し
を
申
し
立
て
る
権
利
が
帰
属
す
る
。
当
事
者
の
こ
の
申
立
て
は
、
そ
れ
が
権
利
濫
用
的
で

あ
る
か
又
は
手
続
引
延
ば
し
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
裁
判
所
は
、

z
p
O三
九
七
条
が
証
人
の

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田
)

九



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

O 

書
面
尋
問
後
た
し
か
に
当
事
者
に
常
に
証
人
へ
の
発
問
請
求
権
を
認
め
る
が
、
常
に
口
頭
に
よ
る
発
問
請
求
権
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に

組
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
立
法
者
も
、
む
し
ろ
裁
判
所
は
、
当
事
者
に
発
聞
を
許
す
た
め
に
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
証
人
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
理
白
書
に
は
、
「
裁
判
所
は
、
当
事
者
が

Z
P
O
三
九
七
条
に
よ
る
自
己
の
発
問
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場

合
も
、
証
人
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
記
き
れ
て
い
る
。
当
事
者
は
、
ま
ず
証
人
に
書
面
で
さ
ら
な
る
質
問
を
し
た
り
、
少
な

く
と
も
、
証
人
の
口
頭
尋
問
を
必
要
と
み
な
す
理
由
を
開
陳
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
、
証
人
に
自
ら
書
面
に
よ
る
報
告
や
、

報
告
の
補
充
、
詳
細
な
説
明
を
依
頼
す
る
権
利
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
自
己
の
発
問
を
な
す
た
め
に
証
人
の
呼
出
し
を
求
め
る
被
告
の

申
立
て
は
、
ま
た
明
ら
か
に
権
利
濫
用
的
で
は
な
い
。
被
告
か
ら
の
証
人
呼
出
し
の
申
立
て
を
認
め
な
か
っ
た
原
審
の
手
続
違
反
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
被

告
が
、
基
本
法
一

O
三
条
一
項
が
付
与
す
る
法
的
審
問
を
制
限
さ
れ
る
以
上
、
重
大
な
手
続
違
反
を
あ
ら
わ
す
、
と
。

(
お
)
印
門
何
回
門
出

o
n
N
N司
H
H
P
H

。一「

(
却
)
例
え
ば
、
シ
ュ
タ
ド
ラ

l
は
、
裁
判
所
が
、
口
頭
尋
問
の
申
立
て
の
際
に
当
事
者
が
提
出
し
た
理
由
を
掛
酌
し
て
、
口
頭
尋
問
が
一
層
の
事
実
解
明

に
つ
な
が
っ
た
り
、
書
面
陳
述
の
評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
、
右
申
立
て
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ

た
制
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
る

(
ω
g
B
q
w
N
N
M
V
己
0

・
5
H
円
)
。
ま
た
、
コ
ツ
ホ
は
、
当
事
者
が
証
人
の
信
用
性
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
表
明

す
る
場
合
に
の
み
、
口
頭
尋
問
の
必
要
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
(
同
R
F
ω
・
ω・
0
・
w
m
w
E印
止
し
。

---.L.. 

ノ、

ま
と
め

以
上
、

司
法
簡
素
化
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」
制
度
の
内
容
と
そ
の
適
用
上
の
諸
問
題
を
概
観
し
た
。

制
度
の
改
正
か
ら
既
に
一

O
年
近
く
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
同
制
度
の
種
々
の
問
題
は
、
な
お
理
論
的
に
も
実
務
上
も
、
十

分
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
正
後
の
文
献
か
ら
推
察
す
る
に
、

立
法
者
が
意
図
し
た
右
制

度
の
適
用
拡
大
の
方
向
に
対
し
て
、
学
説
は
、
全
般
的
に
消
極
的
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
改
正
前
に
「
証
人
の
書
面
に
よ
る
陳
述
」



(
1
)
 

に
対
し
て
多
く
の
学
者
が
表
明
し
て
い
た
消
極
的
評
価
は
、
改
正
を
通
じ
て
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
理
由

は
、
書
面
尋
問
の
場
合
に
、
裁
判
所
が
証
人
に
つ
い
て
直
接
的
印
象
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
事
者
に
は
、
証
人
の
取
調
べ
に
立
ち

会
い
、
発
問
す
る
機
会
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
危
倶
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
章
で
は

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
ド
イ
ツ
民
訴
法
上
の
証
人
の
書
面
尋
問
の
適
用
限
界
お
よ
び
そ
の
他
の
適
用
上
の
諸
問
題
に

関
す
る
議
論
を
基
礎
に

わ
が
国
の
証
人
の
書
面
尋
問
制
度
の
適
用
限
界
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
我
の
書
面
尋
問
制

度
に
は
要
件
上
の
違
い
が
あ
り
(
例
え
ば
、

わ
が
国
の
書
面
尋
問
で
は
当
事
者
が
異
議
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
書
面
尋
問
が
相
当
で

あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
)
、
書
面
尋
問
の
実
施
後
の
証
人
の
再
尋
問
や
当
事
者
の
発
問
権
(
わ
が
国
で
は
主
尋
問
・
反
対
尋
問
権
等
)
保

す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
は
、

わ
が
国
に
は
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
証
人
の
書
面
尋
問
後
の
再
尋
問
や
当
事
者
の
発
問
権
行
使
の
問
題
に
関

(2) 

わ
が
国
に
お
け
る
書
面
尋
問
の
後
の
手
続
ル

l
ル
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
な
お
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら

障
の
規
定
は
、

れ
る
。
ま
た
、
書
面
尋
問
の
命
令
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
人
か
ら
書
面
に
よ
る
陳
述
が
裁
判
所
に
自
発
的
に
提
出
さ
れ
た
場
合

(
3
)
 

わ
が
国
の
第
三
者
証
人
の
「
陳
述
書
」
と
の
関
連
に
お
い
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

の
当
該
陳
述
の
取
扱
い
も
、

(
1
)

こ
れ
に
対
し
て
、
林
道
晴
「
一
九
九
O
年
司
法
簡
素
化
法
後
の
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
実
務
|
新
少
額
裁
判
手
続
及
び
新
証
拠
保
全
手
続
を
中
心
と
し

て
」
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
実
情
(
上
)
』
二
八
八
頁
(
法
曹
会
、
一
九
九
八
年
)
は
、
実
務
が
書
面
尋
問
の
積
極
的
利
用
を
進
め
る
可
能

性
が
あ
る
と
す
る
。

(
2
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
・
判
タ
一

O
O
六
号
四
二
頁
参
照
。
な
お
、
旧
法
下
の
簡
易
裁
判
所
の
手
続
で
の
書
面
尋
問
(
旧
民
訴
三
五
八
条
ノ

一
ニ
)
に
お
い
て
、
書
面
尋
問
後
の
同
一
証
人
に
関
す
る
口
頭
尋
問
の
申
請
が
ど
う
取
り
扱
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
吉
村
徳
重
H

小
島
武
司
編
「
注
釈
民

事
訴
訟
法

(
7
)
』
四
二
三
頁
〔
梶
村
太
市
・
石
田
賢
二
(
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。

(3)

陳
述
書
に
つ
い
て
は
、
坂
本
倫
城
「
陳
述
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
判
タ
九
五
四
号
四
頁
(
一
九
九
八
年
)
お
よ
び
、
同
論
文
が
引
用
す
る
文
献
を
参

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
人
尋
問
の
書
面
化
の
限
界
(
三
)
(
高
田



早
法
七
五
巻
四
号
(
二

0
0
0
)

照

(
未
完
)

*
本
稿
は
、

一
九
九
七
年
度
特
定
課
題
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




